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１．標準化対象分野及び主なデジュール規格制定の状況

 1.1　標準化対象分野
　標準化の対象範囲は、航空・宇宙機（電気装置、計器を含む）、地上施設及びそれらの部品である。
　　　
 1.2　ＪＩＳ制定の状況
　ＪＩＳとして制定されているのは、航空機関係だけであり、宇宙機関係のＪＩＳは制定されていな
い。航空機関係のＪＩＳは、９４規格であり、表１に示す１０区分に分類されている。
　なお、９４規格のうち５２規格は ISO との一致規格であり、残りの規格は MIL SPECの翻訳規格又は
我が国固有の規格である。

　　　　　　　　　　　      表１　航空機関係 JIS の分類

 　分　類         　　　　　　該　 当　J　I　S　規　格

(1)一般 JIS W 0101「航空における常用の単位」外４０規格

（２０規格は、ISO 規格と一致）

(2)専用材料

　

JIS W 1108「航空宇宙用チタン及びチタン合金の陽極処理硫酸法」他８規格

（８規格は、ISO 規格と一致）

(3)標準部品

　

JIS W 1831「航空宇宙－流体系統用シール付ねじ込式継手部－寸法」外４規

格（４規格は、ISO 規格と一致）

(4)機体

（装備を含）

JIS W 2921「航空宇宙流体系統及び構成部品の圧力及び温度分類他１８規格

（９規格は、ISO 規格と一致）

(5)発動機 JIS W4601「航空ターボジェットエンジン及びターボファンエンジン通則」他

３規格

(6)プロペラ なし

(7)計器 JIS W6011「航空機－機械式及び電気機械式指示器－一般要求事項」

  （ISO と一致）

(8)電気装備 JIS W 7001「航空宇宙－航空機電気系統の特性」外１３規格

　（１０規格は、ISO 規格と一致）

(9)地上施設 JIS W 8301「航空標識の色」

(10)雑 なし

  また、航空機関係のＪＩＳ９４規格の所掌大臣別規格数及び原案作成団体別規格数はそれぞれ表２、
表３のとおりである。

                   表２　所掌大臣別規格数

     所掌大臣    　規　格　数

    経済産業大臣  　８２

    国土交通大臣  　　１ （JIS W8301）

    農林水産大臣  　　１ （JIS W1101）

    経済産業大臣及び国土交通大臣  　１０
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             　　　表３　原案作成団体別規格数

    原案作成協力団体  　　規　格　数

   （社）日本航空宇宙工業会  　９０

   （社）日本航空宇宙学会  　　１（JIS W2018）

   （社）日本溶接協会  　　１（JIS W0901）

   （社）金属表面技術協会  　　１（JIS W2014）

   （社）照明学会  　　１（JIS W8301）

1.3　ＪＩＳと強制法規との関係

1.3.1　ＪＩＳと調達基準の関係
  工業標準化法第６７条（日本工業規格の尊重）では、「国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術
上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理す
るに当たって第２条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこ
れをしなければならない」と規定されている。

1.3.2　ＪＩＳと強制法規との関係
　航空機関係の強制法規としては、航空機製造事業法と航空法がある。
　ＪＩＳとこれら強制法規との関係の一例を次に示す。

(1) 航空機製造事業法による航空機の製造事業等の許可
・航空機製造事業法では、航空機の製造事業を行うには経済産業大臣の“許可”を得なければならず、
この許可を得るためには、当該事業の用に供する特定設備等が、経済産業省令で定める“生産技術上
の基準”に適合していなければならない。
・この生産技術上の基準の一つとして、材料もしくは部品の工作及び検査を外注した場合、ガス溶接
作業、磁気探傷検査等の指定作業が経済産業大臣によって承認された基準によりあらかじめ選定され
たものによって行われたことを確認する必要があるが、その材料もしくは部品に JIS 規格（JIS W 0904
「航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法」等 ）に該当する表示が附しててあるときは、この限りでない
としている。

（2）航空法による耐空証明
・航空法により、航空機は、“耐空証明”を受けなければ航空の用に供してはならないとされており、
航空機の耐空証明を行う際の審査方法の一部として、同法施行規則に基づく耐空性審査要領により、
材料、部品等の個々の審査は、JIS、MIL、TSO(米国航空法に関連する国家規格)、その他航空機検査官
が適当と認めた規格によるものとすると規定されている。

1.4　国際規格の整備動向
　航空・宇宙機の国際規格は、主に ISO/TC20（航空機及び宇宙機）で審議し、制定等を実施している。
ISO/TC20（航空機及び宇宙機）の作業範囲は、航空機及び宇宙機の製造及び運行のための機器及び部
品、材料並びにサービス及び補修機器の標準化であり、TC 下の 15 の SC 及び国内審議団体は表４のと
おりである。
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                    表４　TC20 の SC 及び国内審議団体

       　TC 及び SC  国内審議団体

TC20（航空機及び宇宙機）  （社）日本航空宇宙工業会

　SC1 （航空宇宙電気系統の要求事項）  （社）日本航空宇宙工業会

　SC3 （航空力学の用語及び記号）     　　　　〃

　SC4 （航空宇宙用ボルトナット）    日本ねじ研究協会

　SC6 （標準大気）  （社）日本航空宇宙工業会

　SC8 （航空宇宙用語）             〃

　SC9 （航空貨物及び地上機材）             〃
　SC10（航空宇宙用流体系統及び構成部品）             〃

  SC12（機械系統部品）             〃
　SC13（宇宙データ・情報転送システム）             〃

　SC14（宇宙システム・運用）             〃

　SC15（航空機用軸受）             〃

　ISO/TC20 では、約 400 の国際規格が制定されており、JIS の１０分類（プラス 1：宇宙機）で対応
させると、それらの分類ごとの ISO 制定件数〈概数〉及び代表的 ISO規格名称は表５のとおりである。

           表５ JIS 分類ごとのISO 制定件数〈概数〉及び代表的 ISO規格名称

  分　類   件数                  代表的 ISO 規格名称

　一　　般 　　40  ISO  2533 : Standard atmosphere
　専用材料 　　10  ISO  8074 : Aerospace Surface treatment of austenitic

 　　　　　 stainless steel parts

　標準部品 　 120  ISO 14201 : Aerospace airframe ball bearings, double

             row, self-aligning, diameter series 2 Metric

             series

　機　　体     60  ISO 11217 : Aerospace Hydraulic system fluid　contamin

             -ation Location of sampling points and

             criteria for sampling

　発 動 機      5  ISO  1971 : Aircraft Accessory drives and mounting pads

　プロペラ      0

　計　　器      5  ISO 5065-1: Aircraft Magnetic indicators Part 1:

 　　　　　　Characteristics

　電気装備     60  ISO  1540 : Aerospace Characteristics of aircraft electr
             -ical systems

　地上設備     50  ISO 12056 : Aircraft Self-propelled passenger stairs for
             large capacity aircraft Functional requireme

             -nts

　雑      0

　宇宙機：     40  ISO 13764 : Space data and information transfer systems
 　　　　　　Standard formatted data units Control author

             -ity procedures
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　次に SC ごとに、現在審議中の代表的 DISの名称を表６に示す。

            　　　    表６　SC ごとの現在審議中の代表的 DIS

    SC               代表的 DIS

 　　SC1  CD 11373-1 Crimping tools and accessories,hand or power activ

　　　　　　-ated  Part 1:Technical specification

 　　SC3  無し

 　　SC4  無し

 　　SC6  無し

 　　SC8  無し

 　　SC9  DIS 16004 Ground equipment Passenger boarding bridge or transfer

           -vehicle Interface requirements with aircraft doors

 　  SC10  DIS 21327 Aircraft Tolerances for hydraulic tubing

　   SC12  FDIS 9762 Aerospace Aircraft control wire rope assemblies

 　　　　　Dimensions and end-fitting combinations

 　  SC13  DIS 14721 Space data and information transfer systems Open

 　　　　　archival information system Reference model

 　  SC14  DIS 14300-2 Space system Programme management Part:2

 　　　　　　Product assurance

 　  SC15  CD 14190 Aerospace Airframe rolling bearings : ball and spherica

          -l roller bearings Technical specification endment 1
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1．5　その他の国際的な標準に関係する機関・団体
　航空産業に必要とされている標準化文書の数は、数千点にのぼり、それら標準化文書は、多数の国
際機関や国際的な民間標準開発団体（SDO）等により作成されている。それらを次に示す。
　
（１）国際機関・団体による標準化文書

規格の

分類

規格・標準 　機関・団体  　　機関・団体の概要 備考

強制 Convention

of

Internation

-al Civil

Aviation

and Annex

ICAO：

International

Civil Aviation

Organization

・国際民間航空条約（シカゴ条約）によっ

て設立された政府間の国際的機関。国連の

専門機関。

・シカゴ条約は、国際航空に関する基本

的国際法規であり、ＩＣＡＯでは民間航空

機の国際航行に関する事項を取り決めて

いる。

TC20 と

Liaison

任意 適時情報・

各種技術文

書・

Bulletin

WMO：

World

Meteorol-

ogical

Organization

・国連の専門代理機関で、世界の気候、水

循環、地球物理学上等の諸事項を調査研究

する機関のネットワークの構築及び各種

関連情報の提供を実施している。

任意

  

航空企業に

よって統一

的に適用さ

れるべき運

送証書類・

地上器材類

の標準化，

Technical

Manual 等

IATA：

International

Air Transport

Association

・運送事業者が組織する国際機関。

・健全な航空輸送の推進，航空輸送問題に

関するフォーラム，運航業者間の協調推

進，ICAO 等への協力を実施している。

TC20 と

Liaison

 任意 ACI Policy

Handbook

 空港に関す

る諸規定を

まとめて発

行している｡

現在，8 ｱｲﾃﾑ

のﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ

を出して

る。

ACI：

Airport

Council

International

・空港運営関係機関が組織する国際機関

・空港関連事項の規則、相互合意、機関の

協調、情報交換、相互学習の推進等を実施

している。

TC20 と

Liaison
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 任意 規格作成機

関への提言

IAOPA:

International

Council of

Aircraft

Ownerand

Pilot

Association

・民間一般航空機の所有者団体及び操縦

者団体で構成する国際機関。

・この分野での諸問題を調整し、取りま

とめを行っている。

TC20 と

Liaison

各国１団

体の加盟

(33 か

国)

任意 COSPER:

Committee on

Space

Research

・宇宙利用上のあらゆる種類の基礎研究

を国際的に進展させることを目的とする

委員会。

・標準形成の動きについは、不祥。

TC20 と

Liaison

（２）地域標準化機関・団体・グループによる標準化文書

規格の

分類

規格・基準 機関・団体 機関・団体の概要           備 考

任意 PrEN AECMA:the

European

Association

of Aerospace

Industties

・欧州各国の航空宇宙

工業会の連合体

・CEN 航空規格の原案

を多数、作成している。

 TC20 と Liaison

任意 EUROCAE EUROCAE:Euro

-pean

Organization

for Civil

Avitation

Equipment

・米国の RTCA に対応す

る欧州の団体。

 TC20 と Liaison

任意 SAE-AS/prE

N/SJAC 9100

IAQG

Internation

-al

Aerospace

Quality

Group

米国（SAE）､欧州（A

ECMA）及び日本（SJAC）

の航空宇宙工業会等

で、航空機関係の品質

保証態勢を整えるため

の業務管理規定を作成

するために組織したグ

ループ。

 ISO 9001 の航空宇宙セクタ

用規格として、ISO 9001+追

加 規 定 で 構 成 す る SAE-

AS/prEN/SJAC 9100 を発行し、

これをサポートする規定を作

成発行する計画をもってい

る。
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（３）各国の標準化機関・団体・企業
　国際的な規格に影響を及ぼす規格を作成し発行している標準化機関・団体・企業を次に示す。

規格の

分類

規格・基準 機関・団体 　　　　機関・団体の概要  　備　考

任意 SAE-AS,

　 -AMS,

　 -ARP,

　 -AIR

　　等

SAE:

the Society

of

Automotive

Engineers

・米国の運輸技術に係わる技術者団体

で、新技術をテーマとするフォーラム及

び標準化事業を行っている。

・10 に近い部門の約 170 余りの技術分

科委員会が 5000 点に余る標準化文書を

発行し、さらに発行を拡大している。

・海外の多数の企業と共同プロジェク

トを計画・推進し、巨大な団体となって

いる。

・多数の技術者がメンバとして加わり、

標準化活動を実施している。

 参加技術者

 は世界各国

 から

任意 RTCA/DO RTCA:

Radio

Technical

Commission

for Aer-

onautics

・航空に関する要求事項・技術的コンセ

プトの調査検討に取り組み，提言を行う

ことを目的とした米国の民間非営利団

体。

・航空要求事項を満足させる電子技術

の適用実施を示す規格及び指針文書の

作成を行う。

・電子技術分野の新技術適用指針、機能

性能規格、特別事項について約 300 点の

文書を発行している。

任意 ARINC Aeronautical

 Radio, Inc

・航空産業への信頼性のある効率的な

通信を提供するため、1929 年に設立さ

れた米国の会社。

・航空及び旅行産業への通信・情報処理

サービスを開発し、運営すること並びに

政府及び産業界へのシステム技術の開

発・実施を提供することを目的としてい

る。

・通信・情報の処理技術開発及び提供に

より運航を支援し、多くの関連文書を作

成発行している。
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（４）航空関係の民需部門へ利用できる MIL SPEC 等について

　国防調達仕様で航空関係の民需部門へ利用できる又は使用している主要なものは、US DoD の MIL
SPEC 及び NATO の軍規格がある。

① US DoD の MIL SPEC
　US DoD は、ここ数年間に取得改革を実施し、仕様書の性能焦点化及び民間規格採用の方向を打ち出
　しており、多数の MIL SPEC を廃止又は改正（What and how の規定をWhat 規定だけに絞る改正）し
　ている。
 しかしながら、MIL SPEC の多くは民需部門では、デファクト標準的に使用されていたため、その廃
　止又は改正が航空産業界を一時混乱させたが、それら廃止 MIL SPEC 又は存続 MIL SPECを民需部門
　での規格・標準に作り替えて使用する事が活発に行われている。
　このため、我が国の業界にとって、それら MIL SPEC を整理し、団体規格、国家規格、国際規格に移
　行するのがよいとの要望がある。

規格の

分類

調達仕様・

規格

機関・団体 機関・団体の概要           備  考

強制 MIL-SPEC,

　　-STD,

　　-HDBK

USA DoD 米国・国防省  国防省が必要とする規格・

仕様書等を順次整備し続ける

と考えらる。

② NATO の軍規格
   内容は不明。

２．デファクト標準形成の動向
　デファクト標準は、「競争の結果、事実上市場の大勢を占めることとなった標準」の意味で使われる
ことも多いが、本稿におけるデファクト標準は、それよりも広く、デジュール標準（JIS や ISO 等公
的な場において、関係者の合意のもとに公的に制定された標準）を除いた標準、すなわち、一般の団
体規格、フォーラム規格又は「市場競争の結果事実上市場の大勢を占めることとなった規格」、あるい
は「規格化されていないが、市場においてかなりのシェアを占めている技術、製品等」を指す概念と
している。
　一般の団体規格、フォーラム規格等のデファクト標準の形成状況は、前述のとおりであるが、「市場
競争の結果事実上市場の大勢を占めることとなった規格」、あるいは「規格化されていないが、市場に
おいてかなりのシェアを占めている技術、製品等」を指す概念としてのデファクト標準は、本分野で
目立った標準はない。
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３．標準化・国際標準化活動の問題点、課題及びその対応策

3.1　我が国の航空・宇宙技術分野を取り巻く状況
   
(1) 航空分野
  我が国の航空機工業は、他産業に比し、小規模で、未成熟な部分を残した状態にある。これは、航
空機開発の課程において、企画の段階から実飛行までに長い期間を要し、かつ、少量生産であること
に起因する。近年、民間需要部門の輸出が増えたものの、需要の大半は防衛部門である。また、欧米
を中心として激しい競争と同時に企業統合・寡占化が進んでいるが、一方で国際的技術提携等協調の
動きが世界的に盛んである。
  冷戦後、世界的な軍縮が進行している中で、アジアをはじめとする国際的な民間航空需要の増大に
より、国家間・企業間競争がますます厳しくなっている。
  このような状況下で、我が国の航空産業発展及び国際貢献に寄与するために、適切なタイミングで
国際共同研究開発に参画するとともに、我が国主導の機体開発の機会を作り出すことが強く要望され
ている。
　また、運航・整備の分野においては、ビジネスが国際的に相互依存しており、規格の国際的整合へ
向けて日本として適切に対応することが今後とも望まれる。

(2) 宇宙分野
  わが国の宇宙機工業は、欧米に比べて高い技術水準に達してはいるが、規模（宇宙機／衛星の数量）
が大きくなく、裾野は未だ広がっていない。工業製品でみると、部品やコンポーネントの種類が多い
にもかかわらず生産は極めて少量で、かつ厳しい重量制限や高信頼性・高技術先進性が要求されるた
め、価格は、高くなる傾向になりがちであるため、コスト競争面での課題となっている。
  世界的には、デタントの結果、各国とも宇宙予算規模は頭うちとなってきている一方で、国際協力
態勢が進んできている。重要な国際協力プロジェクトの一つとして“宇宙ステーション”があり、わ
が国も宇宙の平和利用の観点からも重要な一翼を担っている。
  わが国は、宇宙の平和利用、国際貢献・宇宙産業の発展に寄与するために、今後も各種国際協力プ
ロジェクトに積極的に参加するとともに、国内の基礎的・基盤的技術の充実にも力を入れる必要があ
る。

　このような我が国の航空・宇宙分野を取り巻く環境を踏まえ、民間需要を拡大して、防衛需要等を
中心とした国からの依存の脱却を図り、もって産業を発展させる基盤確立を図るため、産業基盤の一
つである標準・規格について、時代の要請にあった JIS 等の体系を構築し、開発、生産、取引の合理
化を図る必要がある。また、標準化と並行して認証システムの構築も重要である。

3.2　国際標準化活動の問題点、課題及びその対応策

3.2.1　国内審議委員会の問題点、課題及びその対策

(1) 航空分野
  我が国の国家レベル及び国際レベルの標準化を審議する委員会は、日本工業標準調査会が担当し、
その傘下に（社）日本航空宇宙工業会の“航空規格原案作成委員会”“ISO/TC20 国際規格委員会”、“ス
ペースデータ委員会（SC13 対応）”及び“スペースシステム委員会（SC14 対応）”があり、それぞれに
数組の分科会をもってそれぞれ JIS 原案及び ISO/DIS等の実質的な審議に当たっている。
　現在の問題点としては、
　①JIS 制定・改正と ISO 規格の制定・改正とのタイミングが合わない
　②関連規格の JIS 化が不備
　③両委員会の審議ペースの不一致
　等の若干の問題がある。
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  日本工業標準調査会と連携し、団体規格、JIS 及び国際規格に関する長期、短期の標準化業務計画
を日本航空宇宙工業会を中心として作成し、適宜委員会で審議するとともに、事務局管理業務を必要
に応じて見直して、適宜改善に取組むのが望ましい。このことによって、JIS 制定・改正と ISO 規格
との整合を図ることができる。
　
(2) 宇宙関係
  ISO/TC20/SC14 に新たな WG 設置の動向があるので、その対策として、賛成又は反対の別、参加地位
の登録、国内分科会新設等の対応が必要である。

3.2.2　国際的標準化システム全体への関与の現状及びその対策

(1) 現状
　航空産業に必要とされている標準化文書の数は、数千点にのぼる。それら標準化文書は、多数の標
準開発団体（SDO:Standard Development Organization）が作成している。ところで、日本の航空産業
の製造分野は、市場の大部分を国産及び米国製の防衛機並びに米国ボーイング社及び欧州エアバス社
の民需航空機等の構成部品に依存している。また、運航分野での使用機体は、主として上記欧米２社
の製品に依存している。
　従って、日本での使用規格は、民間でも利用できる MIL-SPEC、 MIL-STD が主であり、海外でも MIL
SPEC は多用されている状況にある。しかし、ここ数年来、航空分野の標準文書でリードしてきた米国
の MIL－SPEC は、米国防省の取得制度改革に伴って多くの廃止･改正が行われ、代って民間規格の採用
奨励が行われつつあり、日本を含め各国では、MIL-SPEC 等への依存が不安定になってきている。
　一方、日本では、国内独自製品製造への期待、国際共同開発への対等の立場での参加の指向があり、
日本としても国際的標準化文書システム全体への関与〈文書体系及び個々の文書の内容等の把握・運
用・作成への参画等〉が必要になってきている。また、それらを踏まえた JIS 規格体系の見直しも必
要となっている。

(2) 対策
　①主な国際標準化団体活動への参加
　国際標準の形成に影響をあたえる国際的な民間の主な標準開発団体（SDO）にも民間レベルから多く
　の技術者が参加し、活動する状態に導く必要がある。当面、主要な国際的民間標準開発団体に、業
　界団体から 1～2 名の専門要員が参加して活動状況を把握し、必要に応じて専門技術者が追加参加で
　きる態勢を整備するのが望ましい。
                                          
　②MIL-SPEC モニター態勢の整備・維持
　MIL-SPEC の状況を必要に応じていつでも把握できる態勢の整備を検討するべきである。また、それ
　らを経済的・効率的に実施するために、米国関連部署と国又は民間レベルで直接コンタクトできる
　可能性を探る必要がある。      
                                           
3.2.3　ISO/TC20 活動の状況及び対策

(1) ISO/TC20 活動の状況
　現在、ISO/TC20 の組織での参加地位は次のとおりであるが、日本は積極的とはいい難い。
　　
    　 TC20：P メンバー
 　　　SC1, SC9, SC10,SC13, SC14, SC15：P メンバー
 　　　SC3, SC4, SC6, SC8,  SC12：O メンバー
       SC 幹事国引受け：無し〈幹事国引受けは，SC14/WG1 だけ〉

(2) 対策
　ISO/TC20 の方針・ビジネスプラン作成・フォーラム活動にも積極的に参加し、業務分担して寄与す
るとともに、日本の意向を反映させる必要がある。
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　また､全ての SC での Pメンバー活動を指向して順次増加を図る必要があり、SC 幹事国引受けの可能
性を追及し、ISO/TC20 活動全体の中の一部分を分担して寄与するとの考えが重要であり、SC 幹事国の
獲得に努力する必要がある。このような活動を通じて、国際的に日本の発言力を増すことが重要であ
る。                                      

3.2.4　JIS 体系の現状とその対策

(1) 現状（JIS 体系の不整備） 　
　日本の業界で採用されている標準化文書は、MIL-SPEC 等であるため、JISも MIL-SPECの翻訳 JIS が
大半を占めていたが、ここ十数年間に ISO 規格の翻訳 JIS にシフトし、MIL-SPEC準拠の JISは、原規
格が廃止・改正された場合に廃止してきている。しかし、MIL-SPEC 等は、相当数のものが廃止された
が、米国国防省で必要とされる規格や民間規格に無い規格などは改正されて存続しており、日本の業
界としても必要な規格は、存続が望まれている。一方、航空・宇宙機関係の ISO 規格は約 400 アイテ
ムあるが、JIS 化されているものは数十アイテムでしかないのが現状である。
　従来、航空分野の JIS は、“翻訳 JIS”であり、内容の審議が万全にはなりえない事情も無きにしは
あらずであった。すなわち、この分野では、MIL-SPEC、ISO および国際的な団体規格（SAE 等）があれ
ば、海外の仕様に合い、輸出を中心に相手国に受け入れられやすいという考え方があり、JIS の重要
性は認識されていない。しかし、MIL-SPEC 等のような内部に立ち入れないものはやむを得ないとして
も、デジュール標準化した民間規格については、なんらかの対策を要する。また、JIS のゼロベース
見直しをしたところ、産業界としても JIS の必要論が多かった。これは、その利便性を評価してのこ
とと考えられる。
  なお、今後の国際的な標準化の動向として、従来の規格作りの方法とは違った、欧米工業会による
航空分野の品質システムの規格化及びISO/TC20/study groupよる航空宇宙製品の認定システムの規格
化の動きがある。したがって、標準化と同時に認証システムの規格化も検討する必要がある。
                                             
(2) 対策（JIS 体系の再構築）
  ISO 等の国際規格体系を踏まえ、下記の①～④を実施することにより業界にとって必要な JIS 体系
及び団体規格の体系を整備する必要があり、そのため、日本航空宇宙工業会および日本航空技術協会
等がそれに当たるのが望ましい。また、標準・規格の整備のタイムラグを埋める施策についても十分
な検討が必要である。
              
　①ISO 一致 JIS の整備
　　ISO で規定されているもののうち、重要度の高い規格から順次 JIS 化を進めるのが妥当である。
　②MIL-SPEC 準拠 JIS の再評価
　　MIL-SPEC 準拠 JIS は、見直しを強化し、存続、廃止の必要性を明確にするとともに、必要なもの
　　は存続させ、MIL-SPEC 等の改正を適時に反映させるべきである。
　③原案作成段階（WG）への積極参加
　　必要な分野には ISO/WG に原案作成段階から審議に参加し、日本の意向も折込めるように活動を
　　進めるべきである。
　Ãシステム規格及び認証規格への対応
　　国内に認証団体をもつことが有利か、又は、外国認証団体を利用するのが有利かについて次の観
　　点からの検討が必要である。
　　(a)認証団体で適用する規格体系（JIS 体系,ISO 体系、又は米国等の規格体系等）
    (b)認証の国際的通用度
    (c)費用対効果
    (d)防衛需要に対する JIS Q 9100 を踏まえた自己認証の可能性

3.2.5　業界の標準化意識の不足
(1)現状と問題点
  従来、我が国は、主として MIL-SPEC 体系及びボーイング社等国際的大メーカの仕様書体系に依存し
た状態であったため、自ら規格を作成し、制定する意識が不足であった。
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　欧米では、標準化団体に参加して、ボランティア（自発的であるが、必ずしも無償ということでは
ない）活動をすることが、その技術者の実績として広く認められる風土がある。しかし、日本では、
標準化活動は、ともすれば、軽視されがちな傾向があることを否定できない。

(2) 対策           
  日本の航空分野においても、標準化活動が企業の効率化・技術力の向上・産業界への寄与となる、
重要でありかつ航空機製造に必須のものであることを、委員会活動等を通して浸透させる努力が必要
である。
　また、規格作成に参加し、自らの手で自らの意図を規格に組み入れていく意識の向上を図るととも
に、何らかのインセンティヴが得られる方法についても調査検討する必要がある。

3.2.6　新技術対応の新規格提案の不足
(1) 現状と問題点
　国際標準化活動においては、日本からの新技術に係わる規格、新テーマの規格または改正を要する
規格の提案が皆無である。

(2) 対策            
　①規格改正の提案機会の期待
    現状の規格の見直しを丁寧に実施し、少しでも改善の余地があるものについて、改正提案を行う。
　②MIL-SPEC 民間化可能性の調査・実施
  　MIL-SPEC で民間デファクトの実績のあるものがあれば、取り上げて内容を吟味し適正なものに再
　　編して ISO 規格又は民間規格として提案できる可能性を調査し、適切であれば実施することが必
　　要である。
  ③技術開発段階からの標準化ニーズ発掘
    国等が行う航空関係の新技術研究開発プロジェクト、国際共同開発等の開発段階から標準化ニー
　　ズを発掘し、標準化調査研究を行うとともに ISO への新規標準化項目の提案及び JIS化を図るべ
　　きである。

Ã特許戦略との関連
  特許権等を伴う工業標準化についても、ＪＩＳ制定や普及のため、日本工業標準調査会の標準部
　会が手続を明確化したため、いかなる新技術対応の標準化にも前向きに対応することが必要であ
　る。

3.3　ISO／ＴＣ２０の個別分野の活動について

(1) 電気系統分野
・SC1 P メンバー活動を始めてから 2 年が経ち軌道に乗ってきている。
・活動を継続していくことが肝要であり、プロジェクトごとの活動にも参加するのが望ましい。
(2) 航空貨物及び地上器材                                         
・SC9 P メンバー活動を実施している。かつて（社）日本海上コンテナ協会が担当していたときから
の活動で、分科会回数は 350 回を越えている。運航に係わる広い適用範囲をもつものであり、運航会
社の活動が重要となっている。関連する民間標準化団体への参加も、細々ではあるが実施している。
・運航会社の積極的参画を促し、関連する民間標準化団体への参加の活発化を図る。
・この技術分野の標準類を業界への紹介書物として発行することを試みており、その成功のための努
力を続ける。
(3) 航空機用軸受
・SC159 P メンバー活動を実施している。国際的に市場をもっている分野でもあり、極めて詳細な技
術的内容まで立ち入って原案作成に寄与している。
(4) 流体系統及び構成部品
・航空機構成要素として非常に重要な部位のものであるので、積極的な SC10 P メンバー活動とさらに
活発な WG 活動が望まれる。
(5) 複合材構造修理
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・現在、民間標準化団体である SAE に属する技術委員会 CACRC に参加し、標準化文書に折り込む技術
の国内開発を実施している。この国内技術開発を継続し、標準化文書の完成を図る。
(6) 宇宙データ・情報転送システム
・SC13 P メンバー活動を実施、継続する。
(7) 宇宙システム・運用
・SC14 P メンバー活動を実施、継続する。


